
変更の内容
現行 統一後

全　体 清掃センター毎に別様 全地区同じ指定袋

サイズ

〔一関清掃センター〕
大・中・小

大・中・小の 3 種類
〔大東清掃センター〕

大・小

記　名

〔一関清掃センター〕
無記名 記名欄を設けるが、記名の有無は

収集地区ごとの取り決めによる。〔大東清掃センター〕
記名

袋形状 取っ手付 取っ手付と取っ手なし ( 平袋 ) の
2 種類

袋の表示色

〔一関清掃センター〕
1 色のみ

1 色のみ〔緑色〕
〔大東清掃センター〕

種類別 5 色

価　格 ごみ袋の仕様が異なるため使用区
域（※）によって価格に違いがある。

ごみ袋の仕様が統一されるため使
用区域（※）による価格の違いは
なくなる。

透明袋使用
(レジ袋も含む )

〔一関清掃センター〕
資源物に限り使用可

使用不可
〔※移行期間 3 ヶ月 ( 使用できるの

は 6 月 30 日まで )〕
〔大東清掃センター〕

使用不可

指定ごみ袋が変わります!!
　これまでの「指定ごみ袋」は、一関清掃センター管内と大東清掃センター管内
で異なる袋を使用してきました。そのため、種類や購入価格の違いから生じる不
公平感がありましたが、この解消と廃棄物の分別と減量化の促進のため、新た
な指定ごみ袋に統一します。

※ 使用区域とは、一関清掃センター及び大東清掃センターそれぞれの収集範囲のこと。

最終処分場の延命化を図るため、平成 30 年 4 月1日から、清掃センターで受け入れる事業系廃棄
物の取り扱いを変更します。

事業系廃棄物には、企業や商店などの営利活動だけではなく、行政や自治会などの非営利活動を
含めた事業活動から出る廃棄物全般が該当します。

変更内容

廃棄物の種類 変更前
（～平成 30 年 3 月）

変更後
（平成 30 年 4 月～）

受入 受け入れます
（変更なし）

びん、缶、ペットボトル、
プラスチック製容器包装を

受入

びん、缶、ペットボトルを
受け入れます

一部受入
（可燃物のみ） 受け入れません

※プラスチック製容器包装とは、商品の容器や包装に使われていた    　マークの付いているごみです。

県の許可を受けた者でなければ、産業廃棄
物の処分を行うことはできません。

産業廃棄物の処理は、県の許可を受けた業
者に依頼するなど、適切に処理してください。

一関地区広域行政組合
一関清掃センター　☎  21-2157 
大東清掃センター　☎  75-3149

問い合わせ先

産業廃棄物と資源ごみ以外の
事業系廃棄物

飲料用のびんや缶など、
資源としてリサイクルできる物

国の政令で定められた
20 種類の廃棄物から、
資源ごみを除く廃棄物

事業系廃棄物の

受入基準が変わります

注意事項
　事業系廃棄物は家庭ごみの集積所に出すこと
はできません。
　また、その排出者（廃棄物を出した者）が責
任をもって適正に処理しなければならないこと
が廃棄物処理法で定められています。
　不適切な処理には重い罰則が科せられますの
で、注意してください。

産業廃棄物の処理の方法

事業系一般廃棄物

資源ごみ

産業廃棄物



直管型 円形型 U字型 らせん型

　 

蛍光管の分別収集を始めます!!
　国の大気汚染防止法改正により、平成 30 年 4 月 1 日から大気への水銀排出規制が始まりますが、
この法改正に対応するため、4 月 1 日から水銀を多く含む蛍光管と他のごみを分けて収集します。
　4 月以降、2 ケ月に 1 回、収集カレンダーに「蛍光管」の収集日を新たに設けますので、ご理解
とご協力をお願いします。

　分別回収の対象外
・ 白熱電球・ハロゲンランプ・LEDランプ・グロー

ランプなどは対象外ですので、これまで通り
「不燃ごみ」の日に集積所に出して下さい。

　分別回収の対象蛍光管
・ 家庭から排出される「直管型」・「円形型」・「U 字型」・「らせん型」など、全ての蛍光管が対象です。　　　

なお、割れた蛍光管も対象です。

　集積所への出し方
① 蛍光管は他のごみと分け、割らずに指定袋に

入れてください。
② 指定袋のごみの種類は「燃やせないごみ」に

〇を付けてください。
③ 指定袋へは、購入時の包装ケースに入れるか

紙に包んで入れてください。
　 （これまで同様、指定袋から蛍光管がはみ出

した状態でも収集します。）
④ 収集カレンダーの蛍光管の収集日に、集積所

へ出してください。

　蛍光管（電球型）と
　白熱電球の見分け方

① 蛍光管は、製品に印字されている型番号が
　「EF ～」から始まります。
② 蛍光管は、球体部分とねじ山のある金属部分

の間にプラスチック部分があります。

プラ部分

使用済み

袋の口は十文字に
しっかり結んで下さい

ごみの種類を○印で
囲んで下さい

記名の有無は地区の
取り決めによります

質問と回答 　　Q ＆ A
袋の形状が変わるの？ 現在の取っ手付袋と平袋（取っ手なし）の

2 種類から自由に選べます。

袋のサイズが変わるの？ 袋の大きさを、大（45ℓ）、中（30ℓ）、
小（20ℓ）の 3 種類から選べます。

販売はいつからされるの？
承認業者が製造の切り替えを行い 3 月中
に出回る予定ですが、販売店の現在の指
定ごみ袋の在庫状況により前後します。

今のごみ袋は使えるの？
現在の指定ごみ袋は、家庭や店舗に在庫
がある間は引き続き利用できますので、
これまでと同じ様にお使いください。




